
滝沢市子育て応援在宅育児支援金 支給対象確認表 

基準日：各月初日時点で、その月の支給要件を判定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等とは、 

 児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律第２条第６項に規定する認定こども園、児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等及び同法第５９条の

２に規定する届出が必要な認可外保育施設 

 

 

 

滝沢市に住民登録をしており、生後 8 週（出産日の翌日から

起算）を超え、満 3 歳に満たない児童を養育していますか？ 

高校卒業まで（１８歳に達する日以後最初の３月 31 日ま

で）の児童のうち、第 2 子以降の児童はいますか？ 

滝沢市子育て応援在

宅育児支援金の 

対象外です。 

はい 

いいえ 

保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等

を利用していますか？（※） 

いいえ 

はい 

育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金

（手当金）を受給していますか？（配偶者も含む） 

はい 

いいえ 

申請者（養育者）は次の要件を全て満たしていますか？ 

１ 滝沢市に住民登録をしていること。 

２ 生活保護法による保護を受けていないこと。 

３ 暴力団員等でないこと（配偶者も含む）。 

滝沢市子育て応援在宅育児支援金の対象です。 

申請手続を行ってください。 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

【お問い合わせ】 

滝沢市健康福祉部 児童福祉課 電話 ０１９－６５６－６５２０（直通） 


